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※本課程修了にはコースにより４～６年かかります。

●返還免除
　
　各コース又は大学院を修了後５年間「産業医
等の職務」に就けば、コース又は大学院の４年
間が産業医等として勤務した期間とみなされま
す。
　一般的に大学卒業後、９～１１年間を要しま
す。
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●産業医等の職務（５年間）

●「産業医等の職務（５年間）」について

（産業医科大学）

修学資金返還免除後の職務

産　業　医
産業医科大学の教員
労災病院の医師

一般病院の医師　等

産業医科大学は日本でただ一つ、
産業医の資格を取得できる教育を
行っている大学です。

　５年間のうち産業医の職務に２年間以上
就かなければなりません。（なお、産業医
学卒後修練課程の中で就くこともできま
す。）
　残りの期間（３年以内）については、産
業医の職務に従事する以外は、産業医科大
学の教員、労災病院の医師などの職務に従
事することもできます。

●産業医等の職務（５年間）
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医師国家試験合格
医師免許取得

産業医資格取得

他の医学部同
様医師臨床研
修マッチング
システムによ
り臨床研修病
院が決まりま
す。
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平成１８年７月
産業医科大学入試課作成


